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　情報を記録し、媒介するツールをメデ
ィアと呼びますが、その種類によって情
報の流動性が異なります。流動性とは情
報が有している価値の経時的な変化と考
えれば分かりやすいと思います。以下で
は流動性が低いメディアをストック型

（蓄積型）、高いメディアをフロー型（流
動型）と呼ぶことにしましょう。
　代表的なストック型メディアに辞書や
百科事典などを挙げることができます。
いわゆる「保存版」などと付されるメデ
ィアと考えれば分かりやすいと思いま
す。他方でY o u T u b eやT w i t t e r、
Instagram、Facebookなどのプラットフ
ォームによって情報が可視化されるソー
シャルメディアは、フロー型メディアの
代表と言えましょう。
　医学論文を掲載している医学誌や学会
誌もメディアの一つですが、これらのメ
ディアは学術的知見のアーカイブという

意味ではストック型、最新知見の効率的
なアップデートという観点からはフロー
型という二面性を有しています。しかし、
近年ではよりフロー型の性質が強くなっ
ているように感じます。もちろん掲載さ
れている論文のテーマにもよりますが、
社会の関心が高い臨床課題ほど、フロー
型の様相は強まっていきます。
　例えば、新型コロナウイルスの世界的
な感染拡大に伴い、同ウイルスの特性や
感染症に関する知見、あるいは治療薬や
ワクチンなどの有効性や安全性に関する
膨大な数の論文が、今もなお報告され続
けています。そのような中、治療薬候補
として話題となったイベルメクチンに関
するシステマティックレビュー・メタ分
析の結果（PMID:33227231）が、後続の

ランダム化比較試験（PMID: 33662102）
によって覆されるまでの期間はたった４
カ月ほどでした。
　僕の好きな英国の哲学者、カール・ポ
パー（1902 ～94年）は、「客観的知識」
という著作のなかで、「われわれは真理
の追及者であるが、真理の所有者ではな
い」と述べています。
　質の高い論文情報と言えど、物事の絶
対的な真理そのものではありえず、少な
からず更新される可能性を有していま
す。つまるところ、人が手にすることが
できる科学的知識とは常に暫定的な真理
なのです。一つの論文をじっくり批判的
に吟味することも大切ですが、より重要
なことは数多くの論文を継続して読み続
けることなのだと思います。
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「薬事日報」の紙面から　厚生労働省は６月16日、
「薬剤師の養成および資質
向上等に関する検討会」の
取りまとめ案を示し、概ね
了承された。薬学部6年制
を卒業した学生が薬剤師免

許を取得することは必要不可欠と
し、大学に教育の質の確保を求めた。
また、適正な定員規模になるよう大
学薬学部の入学定員数の抑制を検討
すべきと明記したほか、薬剤師の資
質向上に向けては、卒前・卒後で一
貫した臨床研修を検討する必要があ
ると問題提起した。
　取りまとめでは「薬剤師の養成」

「薬剤師の業務・資質向上」の2項
目について、関係者が取り組むべき
施策を提言として示した。
　薬剤師の養成では、標準修業年限
で卒業できない、国家試験に合格で
きる学生が少ないなどの問題を抱え
る大学が一部で見られる現状から、

「学生の質の維持に課題がある大学
が存在する」と指摘。
　その上で、「６年制の薬学教育を
受けている以上、薬剤師免許を取得
することが当然」と明記した。
　人口減少や将来的に薬剤師が過剰
になると予想した需給推計の結果を
踏まえ、「入学定員の抑制も含めて
教育の質の向上に資する、適正な定
員規模のあり方や仕組みを早急に検
討すべき」とした。ただ、国家試験
合格者数については、薬剤師を養成
する大学の役割を踏まえ、慎重に考
える必要があるとした。
　国家試験の内容に関しては、2022
年度を予定している薬学教育モデル
・コアカリキュラムの改訂後、新コ
アカリに基づいた出題基準を検討す
べきとした。また、基礎知識分野の
問題を軽減した上で、医療薬学や臨
床薬学など実務に即した思考力を判
定する問題を充実させるよう求め

た。
　大学のカリキュラムにも注文をつ
けた。医師等と比べて不足している
臨床実践能力を養うため、病態生理
学や解剖学など臨床に関する内容を
さらに充実させ、在宅医療に対応す
るため介護分野の内容も必要と提言
した。
　博士課程に進む学生が減少してい
る現状にも問題意識を示し、博士号
を持つことの重要性を学生に認知さ
せると共に、働きながら博士号を取
得しやすくする方策も求めた。
　一方、薬剤師の業務・資質向上に
ついては、薬剤師免許の取得直後に
医療機関、薬局での臨床研修が有効
とし、実習と研修の質を確保するこ
とを前提に、卒前・卒後で一貫した
検討が必要とした。

　国民が薬剤師の存在意義を実感で
きるよう業務の変化が求められる
として、薬剤師が実施したことに
対する患者の行動変容が重要とし、
対人業務を中心とすることで得ら
れた患者への成果を把握すべきと
した。
　構成員からは、「卒後に行うべき
ことをもっと明確にすべき」など、
卒後研修に関する記載に指摘が相次
いだものの、取りまとめ内容を了承
することで結論とした。
　取りまとめ内容の一部は、引き続
き同検討会で議論する予定だ。医薬
・生活衛生局総務課は「正式に取り
まとめた上で検討したいが、年度内
に何らかの動きがあるのではない
か」との見通しを示した。

（2021年６月18日掲載）

一貫した臨床研修検討を
入学定員抑制「検討すべき」
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